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議事要旨 １．開 会

２．評価対象事業の審議

以下のとおり、事業評価対象４事業を審議した。

◇河川事業

再 評 価 対 象 事 業 ：旭 川水系直轄総合水系環境整備事業
あさひかわ

小瀬川水系直轄総合水系環境整備事業
お ぜ が わ

◇海岸事業

再 評 価 対 象 事 業 ：皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業
か い け

◇公園事業

再 評 価 対 象 事 業 ：国営備北丘陵公園事業
こ く え い び ほ く

３．河川法に基づき、河川整備計画の策定を行った事業の報告

以下の事業について報告した。

◇河川事業

高津川水系直轄河川改修事業
た か つ が わ

千代川水系直轄河川改修事業
せんだいがわ

○経緯及び結果

別紙－１のとおり



別紙－１

平成２０年度 第３回中国地方整備局事業評価監視委員会の経緯及び結果

１．審議の経緯

平成２０年１２月８日に開催した平成２０年度第３回中国地方整備局事業評価

監視委員会において、次の事業について審議を行った。

◇河川事業

再評価対象事業 ：旭 川水系直轄総合水系環境整備事業
あさひかわ

小瀬川水系直轄総合水系環境整備事業
お ぜ が わ

◇海岸事業

再評価対象事業 ：皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業
か い け

◇公園事業

再評価対象事業 ：国営備北丘陵公園事業
こくえいびほく

２．審議の結果

事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、

、 。事業が適切に実施されているか審議を行い 次のとおり意見の取りまとめを行った

審議の結果、再評価対象の４事業は適切に実施されており、事業継続とすること

とした事業者の判断は、妥当であると意見集約した。

なお、審議過程において、以下の議論があった。



●事業評価対象事業

◇河川事業

○旭 川水系直轄総合水系環境整備事業
あさひかわ

・特になし。

○小瀬川水系直轄総合水系環境整備事業
お ぜ が わ

・特になし。

◇海岸事業

○皆生海岸直轄海岸保全施設整備事業
か い け

・特になし

◇公園事業

○国営備北丘陵公園事業
こくえいびほく

・未開園区域の里山整備について、グリーンツーリズムの意識の高まりを踏ま

え、ソフト対策に重点をおき整備を進めるべき。

◇全般

・費用便益比が１を超えるかどうかだけで評価するのではなく、地元情勢などの

定性的な事項も踏まえた、総合的な評価を行うべきであり、そのための資料を

さらに充実させるべきとの意見があった。

以上
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